
■保管場所使用承諾証明書

自動車の保管場所（駐車場）が賃貸の場合、使用
許可を得ていることを証明する書類です。

こちらは貸主（大家/管理会社等）に
ご記入いただきます。

※正当な権限がない人が作成すると私文書偽造とみなされ罰せられる可能性が
あるため、必ず保管場所の所有者や委託管理者に作成を依頼してください。

※駐車場賃貸借契約書の写しでも代用できる場合があります。
（契約書の内容により異なりますのでご注意ください）



■保管場所使用承諾証明書 （支店・使用拠点が異なる場合）
OSS申請の時のみ車両特定番号を記入
番号は担当者よりご案内いたします。 こちらの書類は申請方法が

書類代行の場合でも使用可能です。貸
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○○不動産株式会社 代表取締役 ▲▲▲▲
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保管場所(駐車場)は

直線距離で2㎞以内
である必要があります。

駐車場賃貸契約書に
て代用できる場合も
ございます。

足立 中央本町 〇
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品川 西五反田 〇
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株式会社 ○○販売 代表取締役 □□ □□

その他 関係性が分かる
書類が必要な場合が
ございます。
(公共料金の領収書 等)


